
日 薬 業 発 第 8 6 号 

令和８年５月 29 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する 

疑義解釈資料の送付について 

 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正に

つきましては、令和８年４月７日付け日薬業発第18号にてお知らせしたとこ

ろですが、今般、別添のとおり疑義解釈が示されましたのでお知らせいたし

ます。 

つきましては、貴会会員へご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

（別添） 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送

付について（令和８年５月 29 日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 



 

事 務 連 絡 

令和８年５月 29 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部

(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医

療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しましたので、貴団

体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いいたします。 



 

事  務  連  絡  

令和８年５月 29日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について 

 

 

療養の給付と直接関係ないサービス等に係る取扱いについては、「「療養の給付と直接関

係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」（令和８年３月 27 日保医発

0327第７号）により、令和８年６月１日より実施することとしているところですが、今般、

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料を別添１のとおり

取りまとめましたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 

 

  



 

 

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて 

 

 

【予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料】 

問１ 療養の給付と直接関係ないサービスとして「予約に基づく診察の患者都合によ

るキャンセル料」が追加されたが、これは選定療養における「予約に基づく診

察」において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合に限

って、患者から費用の徴収が認められたということか。 

（答）そのとおり。 

 

（別添１） 


